
社会福祉法人芳賀町社会福祉協議会 役員等の報酬等に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人芳賀町社会福祉協議会（以下「本会」という。）の定款第

１０条及び第２５条の規定に基づき、役員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める

ものである。 

 

（役員等） 

第２条 この規程において、役員等とは、理事、監事及び評議員をいう。 

 

（報酬の支給） 

第３条 役員等には、勤務形態に応じて次の通り報酬を支給する。 

（１）会長    年額  ３６０，０００円 

（２）副会長   年額    ８，０００円 

（３）理事    年額    ５，０００円 

（４）監事    年額    ５，０００円 

（５）評議員   年額    ３，０００円 

 

（費用弁償） 

第４条 役員等が、その職務のため、理事会、評議員会及び監査に出席した時は、日当として

１，０００円を支給する。 

 

（旅費） 

第５条 役員等の旅費については、別に定める旅費規程に基づき、旅費を支給する。  

 

（報酬等の支給方法） 

第６条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時

期とする。 

（１）会長報酬については、６月、１２月の職員期末手当支給日と同日に支給する。  

（２）会長以外の役員等の報酬については、年度内最終会議開催日に支給する。 

２ 報酬等は通貨をもって本人に支給する。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。  

 

（公表） 

第７条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の

支給の基準として公表するものとする。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。  

 

附則 

 この規程は、平成１３年３月２９日から施行する。 

  平成１８年 ３月２４日   一部改正 

  平成１９年 ３月２７日    〃 

  平成２４年 ７月 １日    〃 

  平成２９年 ６月２３日    〃 


